
(証券コード　4027)
平成27年６月10日

株　主　各　位
大阪市大正区船町１丁目３番47号
(本社事務所　大阪市中央区北浜３丁目６番13号)

代表取締役社長 名 木 田 　 正 男

第149回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第149回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席

くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年６月25日（木曜日）午後

５時40分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日　時 平成27年６月26日（金曜日） 午前10時

2. 場　所 大阪市中央区城見２丁目１番61号

ツイン21・MIDタワー20階 ８会議室

3. 目的事項

報 告 事 項 1.　第149期 (自平成26年４月１日
至平成27年３月31日) 事業報告、連結計算書類

および計算書類の内容報告の件

2.　会計監査人および監査役会の第149期連結計算書類監査結

　　果報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件

第３号議案 監査役４名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　なお、事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類の記載事項に修正が生じた

場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（ http://www.tayca.co.jp/ ）に掲載させてい

ただきます。

－ (1) －
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添　付　書　類

事　 業　 報　 告

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

　　　当期におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策の効

　　果および原油価格の下落などを背景に、企業収益や雇用・所得環境の改善

　　が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、

　　個人消費の伸び悩みや新興国経済の減速等、景気を下押しする要因もあ

　　り、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　　　このような状況の下、当社グループは国内外市場における新規顧客の開

　　拓や既存顧客との関係強化などを積極的に推進するとともに、事業全般に

　　わたる効率化、合理化を図ることにより、売上拡大と収益性の向上に取り

　　組みました。その結果、当期の業績につきましては、汎用用途の酸化チタ

　　ンの売上は需要低迷の影響を受け減少したものの、化粧品向けの微粒子酸

　　化チタン等の機能性製品の販売および界面活性剤の国内やタイ連結子会社

　　の販売が好調に推移したこと、さらにエレクトロ・セラミックス製品の売

　　上が増加したことなどにより、売上高は371億２千万円（前期比2.6％

　　増）、営業利益は38億４百万円（前期比44.2％増）、経常利益は39億２千

　　万円（前期比46.1％増）、当期純利益は24億６千万円（前期比47.5％増）

　　となりました。

　　　　当期の事業別の概況は次のとおりであります。

①　酸化チタン関連事業

　　汎用用途の酸化チタンは、国内は塗料・インキ向けの需要が低迷し、ま

　た輸出もアジア市況悪化の影響を受け、国内・輸出ともに販売数量は減少、

　売上高も前期を下回りました。

　　機能性用途の微粒子酸化チタンは、欧州、新興国向けの輸出が好調に推

　移し、販売数量、売上高ともに前期を上回りました。表面処理製品は、夏

　場の天候不順等の影響により販売数量が減少、売上高も前期を下回りまし

　た。

　　以上の結果、当事業の売上高は196億４千６百万円（前期比5.0％減）と

　なりました。
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②　その他事業

　　界面活性剤は、主用途の洗剤等日用品向けが好調に推移し、販売数量、

　売上高ともに前期を上回りました。タイの連結子会社の販売も好調に推移

　し、売上高は前期を上回りました。

　　無公害防錆顔料は、国内の建築関連向けの需要低迷の影響により販売数

　量が減少、売上高は前期を下回りました。

　　硫酸は販売数量、売上高ともに前期並を維持いたしました。

　　導電性高分子薬剤は、コンデンサ向けの販売が順調に推移し、売上高は

　前期を上回りました。

　　倉庫業は、荷扱量が増加したことにより、売上高は前期を上回りました。

　　エレクトロ・セラミックス製品は、医療用向けの販売が好調に推移し、

　売上高は前期を上回りました。

　　以上の結果、当事業の売上高は174億７千３百万円（前期比12.8％増）

　となりました。

(2) 対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、欧州経済の先行き不安、中国や新興

国経済の成長鈍化および原燃料価格の動向など懸念材料はありますが、国

内景気は緩やかな回復基調が続くものと考えられます。

　当社グループを取りまく事業環境は次のとおりであります。

①　酸化チタン関連事業

　　汎用用途の酸化チタンに関しましては、原油価格の急落等の環境変化は

　あるものの、世界的な供給過剰等による海外メーカーとの販売競争により、

　依然として収益面は厳しいものと予想しております。

　　機能性用途の微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛および表面処理製品に

　関しましては、紫外線対策への関心が高まり、ＵＶカット剤としての需要

　も旺盛であるため、市場は国内外ともに拡大していくものと予想しており

　ます。昨年より進めておりました表面処理製品の設備増強工事は今年４月

　には完了し、更なる拡販に努めてまいります。

②　その他事業

　　界面活性剤に関しましては、国内洗剤市場の需要拡大が見込めない一方

　で、東南アジアでの洗剤市場は成長が著しく、タイの連結子会社

　（TAYCA(Thailand)Co.,Ltd.）の販売は好調で、フル生産に近い操業を継

　続しております。そのため、昨年２月、東南アジアにおける新しい拠点と

　しまして、ベトナムに連結子会社（TAYCA(VIETNAM)CO.,LTD.）を設立し、

　今年９月完成に向け工場建設を進めております。

－ (3) －
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　　　　当社グループは、2019年に迎える創業100周年の目標として策定しまし
た長期経営ビジョン「Challenge 100」に基づき、その通過点である2015
年度からの３ヶ年中期経営計画を策定し、全社員の共通認識となる明確な
中間目標を設定しております。
　2015年度からの３ヶ年中期経営計画は、①研究開発、新製品関連の事業
領域に積極的に経営資源を投入する、②成長が著しいアジア地区を中心に
グローバル展開を図る、③経営的発想と事業構想力の向上に向けて人材育
成を強化することを骨子として推進してまいります。

　　　　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

(3) 設備投資の状況
　当期中に実施した設備投資の総額は26億１千１百万円であり、その主な
ものは工場設備の新設および更新等であります。

①　当期中に完成した主要な設備投資
特記事項はありません。

②　当期継続中の主要な設備投資
　酸化チタン関連事業
　　表面処理製品製造設備増強工事(熊山工場第２工場)
　その他事業
　　界面活性剤製造設備新設工事 (TAYCA(VIETNAM)CO.,LTD.)

(4) 資金調達の状況
　当期の資金調達につきましては、設備投資資金に充当するため19億円の
銀行借入を行いました。

(5) 財産および損益の状況の推移

期　別

区　分

第146期
平成24年
　３月期

第147期
平成25年
　３月期

第148期
平成26年
　３月期

第149期
（当期）
平成27年
　３月期

売　上　高(百万円) 34,480 34,778 36,186 37,120

経 常 利 益(百万円) 3,413 2,817 2,682 3,920

当期純利益(百万円) 1,739 1,723 1,667 2,460

１株当たり当期純利益 35円04銭 34円72銭 33円61銭 50円26銭

総　資　産(百万円) 40,970 41,173 42,634 48,126

純　資　産(百万円) 25,765 27,826 30,131 33,113

(注)　１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式総数により

算出しております。

－ (4) －
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(6) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

テイカ倉庫株式会社 95
百万円

100
％

倉 庫 業

テイカ商事株式会社 15 100
化学工業薬品の
販 売

ティーエフティー株式会社 30 100
エレクトロ・セラミッ
ク ス 製 品 の 販 売

テイカＭ＆Ｍ株式会社 10 100
荷 役
エンジニアリング

TAYCA(Thailand)
Co.,Ltd.

160
百万バーツ

86
界 面 活 性 剤 の
製 造 ・ 販 売

TAY C A ( V I E T N A M )
CO.,LTD.

1,703
億ドン

100
界 面 活 性 剤 の
製 造 ・ 販 売

　　　　(注)1.　テイカＭ＆Ｍ株式会社に対する出資比率は、子会社による間接保有であります。

　　　　　　2.　TAYCA(VIETNAM)CO.,LTD.は、当期においては事業を行っておりません。

(7) 主要な事業内容

事 業 区 分 主　要　な　事　業　内　容
売上高
構成比

酸化チタン関連 酸化チタン、微粒子酸化チタン、微粒子
酸化亜鉛、表面処理製品、光触媒用酸化
チタン等の製造、販売

％

52.9

その他 界面活性剤、硫酸、無公害防錆顔料、導
電性高分子薬剤、エレクトロ・セラミッ
クス製品等の製造、販売
化学工業薬品等の輸送、保管

47.1

合　計 100
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(8) 主要な営業所および工場

①　当社

本 店 （大阪市大正区）

本社事務所 （大阪市中央区）

東 京 支 店 （東京都中央区）

大 阪 工 場 （大阪市大正区）

岡 山 工 場 （岡山市東区）

熊 山 工 場 （岡山県赤磐市）

②　子会社

テ イ カ 倉 庫 株 式 会 社 （大阪市西淀川区）

テ イ カ 商 事 株 式 会 社 （大阪市中央区）

ティーエフティー株式会社 （大阪市大正区）

テイカＭ＆Ｍ株式会社 （大阪市西淀川区）

TAYCA(Thailand)Co.,Ltd. （タイ）

TAYCA(VIETNAM)CO.,LTD. （ベトナム）

(9) 従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減

617名 14名増

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,955百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 775

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 565

－ (6) －
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 150,000,000株

(2) 発行済株式の総数 51,428,828株(うち自己株式3,818,581株)

(3) 株主数 4,169名

(4) 大株主

株 主 名 持　株　数 持 株 比 率

三 井 物 産 株 式 会 社 3,568千株 7.49％

三 菱 商 事 株 式 会 社 3,260 6.84

山 田 産 業 株 式 会 社 2,940 6.17

テ イ カ グ ル ー プ 持 株 会 2,048 4.30

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社

2,018 4.23

双 日 株 式 会 社 1,973 4.14

日 本 土 地 建 物 株 式 会 社 1,389 2.91

関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社 1,224 2.57
日本トラスティ・サービス信託銀
行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )

1,109 2.32

住 友 商 事 株 式 会 社 1,000 2.10

(注)1.　当社は、自己株式3,818千株を保有しておりますが、上記には含めておりませ

ん。

2.　「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理

サービス信託銀行株式会社」の持株数2,018千株は、委託者である株式会社み

ずほ銀行が議決権の指図権を留保しております。

3.　持株比率は、自己株式数を控除して算出しております。

－ (7) －
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成27年３月31日現在）

地　　　位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
会 長

清　野　　　學

代 表 取 締 役
社 長

名木田　正　男
内部監査室管掌
テイカ倉庫株式会社代表取締役社長

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役

古　城　康　治

経営企画部、環境品質管理部、知財
管理部、電子材料部管掌
ティーエフティー株式会社代表取締
役社長

常 務 取 締 役 山　崎　博　史
総務部、人事部、資材部管掌、経理
部長
テイカ商事株式会社代表取締役社長

取 締 役 吉　岡　　　亨
岡山研究所、熊山工場管掌、岡山
工場長

取 締 役 辺　見　武　志
Ｃ－１００推進室、大阪研究所、
大阪工場管掌

取 締 役 村　上　雅　彦 営業部管掌、東京支店長

取 締 役 秋　川　正　博

取 締 役 池　上　　　毅

取 締 役 田　中　　　等 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士

常 勤 監 査 役 飯　沼　文　博

常 勤 監 査 役 平　岡　延　元

監 査 役 山　田　裕　幸 山田産業株式会社代表取締役社長

監 査 役 山　本　浩　二
大阪府立大学大学院経済学研究科
教授

(注)1.　平成26年６月27日開催の第148回定時株主総会において、池上毅、田中等の

　　　　両氏は新たに取締役に選任され就任いたしました。

2.　平成26年６月27日開催の第148回定時株主総会において、山本浩二氏は新た

　　に監査役に選任され就任いたしました。

3.　平成26年６月27日開催の第148回定時株主総会終結の時をもって、取締役竹

　　内千秋、下道博司の両氏は任期満了により、監査役田中等氏は辞任により、

　　それぞれ退任いたしました。

4.　平成26年６月27日開催の取締役会において、代表取締役社長清野學氏は代表

　　取締役会長に、専務取締役名木田正男氏は代表取締役社長に、取締役山崎博

　　史氏は常務取締役に新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

5.　取締役田中等氏は、社外取締役であります。また、当社は株式会社東京証券

　　取引所に対して田中等氏を独立役員とする届出書を提出しております。

6.　監査役飯沼文博、山田裕幸、山本浩二の３氏は、社外監査役であります。ま

　　た、当社は株式会社東京証券取引所に対して山田裕幸、山本浩二の両氏を独

－ (8) －

会社役員に関する事項



　　立役員とする届出書を提出しております。

7.　以下の取締役の担当および重要な兼職の状況は、平成27年４月１日より次の

　　とおりとなっております。

地　　　位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況

常 務 取 締 役 山　崎　博　史
総務部、資料編纂室、人事部、経理
部、資材部管掌
テイカ商事株式会社代表取締役社長

取 締 役 吉　岡　　　亨 岡山研究所、熊山工場管掌

取 締 役 村　上　雅　彦 営業部、東京支店管掌

取 締 役 池　上　　　毅 岡山工場長

　(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

取　締　役 12名 207百万円(うち社外取締役　1名　２百万円)

監　査　役 5名 32百万円(うち社外監査役　4名　23百万円)

(注)1.　上記の取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま

　　　　れておりません。

2.　上記の取締役および監査役の員数および報酬等の総額には、平成26年６月27

　　日開催の第148回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名および

　　社外監査役１名を含んでおります。

(3) 社外役員に関する事項

　　①　重要な兼職先と当社との関係

　取締役田中等氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同に所属する弁護士であ

り、当社は同弁護士法人との間で、顧問契約を締結しております。

　監査役山田裕幸氏は、山田産業株式会社の代表取締役社長を兼任してお

り、当社は同社との間に石膏の販売等の取引関係があります。

　監査役山本浩二氏は、大阪府立大学大学院経済学研究科教授であります

が、当社との間には特別の利害関係はありません。

　　②　当期における主な活動状況

社外取締役　田　中　　　等

　監査役就任時の当期に開催した取締役会３回の全て、監査役会３回

の全てに出席し、また平成26年６月27日の取締役就任以降に開催した

取締役会12回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行って

おります。

社外監査役　飯　沼　文　博

　当期に開催した取締役会15回の全てに出席し、また監査役会８回の

全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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社外監査役　山　田　裕　幸

　当期に開催した取締役会15回のうち14回に出席し、また監査役会８

回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

社外監査役　山　本　浩　二

　平成26年６月27日の監査役就任以降に開催した取締役会12回の全て

に出席し、また監査役会５回の全てに出席し、議案審議等に必要な発

言を適宜行っております。

　　③　責任限定契約の内容の概要

　　　　社外取締役および社外監査役全員は、それぞれ当社との間で会社法第

　　　423条第１項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大

　　　な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度

　　　とする旨の契約を締結しております。
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４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

恒　栄　監　査　法　人

(2) 会計監査人の報酬等の額

①　当社が支払うべき報酬等の額 31百万円

②　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額 31百万円

(注)1.　当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報

　　　　酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、

　　　　かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を

　　　　記載しております。

2.  当社の重要な子会社のうち、TA Y C A ( T h a i l a n d ) C o . , L t d .および

　  T A Y C A ( V I E T N A M ) C O . , L T D . は 、 当 社 の 会 計 監 査 人 以 外 の

　　監査法人の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人の解任を決定いたします。また、当社都合のほか、会計監査人が継続

してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象が発生したと認められ

る場合等には、監査役会は監査役会規則に則り「会計監査人の解任」また

は「会計監査人の不再任」を株主総会の目的事項とすることを取締役会へ

請求し、取締役会はそれを審議いたします。
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５．会社の体制および方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、内部統制システム構築の基本方針について、取締役会において

次のとおり決議しております。

①　取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

　　保するための体制

　当社グループは、「テイカグループ行動規範」に沿って常にコンプライ

アンス意識の醸成を図り、その遵守体制の一層の強化に取り組む。

②　取締役の職務執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に関する情報・文書の取扱は社内規定に従い適切に

保存および管理（廃棄を含む）する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　リスク管理施策を推進するために関連諸規定を見直し、リスク要因の継

続的把握と損失の極小化に努め、リスク管理体制の一層の強化を図る。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　中期経営計画、年度計画、半年度予算制度に基づき明確な目標を付与し、

全社および各事業別の予算・業績管理を実施し、企業価値の増大と効率的

経営を目指す。

⑤　当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

　　の体制

　グループ会社の業務執行および経営状況等の監査を実施し、必要に応じ

是正勧告等を行い、業務の適正化を図る。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人

　必要と認めた場合、監査役補助スタッフを置く。その人事については、

取締役と監査役が意見交換し、決定する。

⑦　監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われること

　　を確保するための体制

　取締役は、監査役監査基準の定めるところに従い監査役に必要な報告お

よび情報提供を行う。また、常勤監査役は、取締役会などの重要な会議に

出席し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。

　　(注) 上記には当期の体制を記載しておりますが、「会社法の一部を改正する法律」(平成26

　　　 年法律第90号)および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第

　　　 ６号)が平成27年５月１日に施行されたことに伴い、平成27年５月13日開催の当社取締役
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　　　 会の決議により内容を一部改定しております。なお、改定内容は、当社グループの業務

　　　 の適正を確保するための体制および監査に関する体制について当社グループの現状に則

　　　 した見直しおよび法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現への変更をしたものであ

　　　 ります。

(2) 会社の支配に関する基本方針

①　基本方針の内容

　　当社は、長年にわたり築き上げてきた各種技術を有効に活用しつつ、中

　期経営計画の実行に取り組むことが、当社の企業価値の向上ひいては株主

　共同の利益に資するものと考えております。

　　従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、創業以来

　蓄積された専門技術やノウハウを十分に理解したうえで、顧客、取引先お

　よび従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を維持しつつ、

　当社の企業価値を安定的かつ継続的に維持・向上させていく者でなければ

　ならないと考えております。

②　基本方針の実現に資する取り組み

　　上記の基本方針のもと、当社グループは、創業以来硫酸関連技術を基盤

　に酸化チタンや界面活性剤を生み出し、さらには、これら製品において長

　年蓄積してきた表面処理技術、分散技術、スルホン化技術等を駆使し、化

　粧品用向けの微粒子酸化チタン、表面処理製品や高機能性コンデンサ用向

　けの導電性高分子薬剤等の高付加価値製品を生み出し、企業価値向上に努

　めてまいりました。

　　現在当社グループは、これまで培ってきた企業基盤を礎に、これらの一

　層の積極的な展開と経営資源の重点配分により、更なる躍進を期すべく取

　り組んでおります。殊に、環境関連製品の新規開発をはじめ、コア技術を

　核とした高付加価値製品への展開、それらの早期事業化を推進し、さらに

　諸課題に果敢に取り組んで、持続的な企業価値向上を図っております。

　　また、当社は2019年に創業100周年を迎えるにあたり、当社グループの

　長期経営ビジョン「Challenge 100」を策定し、これを全社員の共通認識

　として明確にし、人と組織の活性化を図り、強靭な経営体質の構築を目指

　しております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の

　　決定が支配されることを防止するための取り組み

　　当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、株主の皆様の
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　ご承認をいただき、その後、平成23年６月29日開催の定時株主総会におい

　て、その一部変更と継続について株主の皆様にご承認いただき、「当社株

　式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「旧対応方

　針」といいます）を運用してまいりましたが、旧対応方針の有効期間は平

　成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時までとなっておりました。当

　社は、旧対応方針継続後も当社の企業価値・株主共同の利益向上のため、

　その在り方について引き続き検討してまいりました結果、旧対応方針を一

　部見直した上（以下、見直し後の対応方針を「本対応方針」といいます）、

　平成26年６月27日開催の定時株主総会において本対応方針の継続について

　株主の皆様にご承認をいただきました。

　　本対応方針は、大規模買付者に対し、事前に、遵守すべき手続を提示し、

　大規模買付行為またはその提案が行われた場合には、必要かつ十分な時間

　を確保して大規模買付者と交渉し、大規模買付者の提案する提案内容につ

　いての情報収集、検証等を行い、株主の皆様に大規模買付者の買付情報お

　よび当社取締役会の計画や代替案を提示することにより、当該大規模買付

　行為が当社の企業価値・株主共同の利益に与える影響等の十分な情報を

　もって、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断いただ

　くことを目的としております。

　　本対応方針においては、大規模買付者が大規模買付行為を行う場合には、

　当社が定める所要の手続（以下「大規模買付ルール」といいます）に従っ

　て行わなければならないものとし、大規模買付ルールに従わない場合、あ

　るいはこれに従う場合でも大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の

　利益を害するものと判断される場合には、対抗措置として新株予約権の無

　償割当てを行います。

　　本対応方針の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイ

　ト（ http://www.tayca.co.jp/ ）に掲載の平成26年５月13日付公表資料

　「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続につい

　て」をご参照ください。

④　上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

　　上記②の取り組みは、長年にわたり築き上げてきた各種技術を駆使し、

　中期経営計画の実行を通じて、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の

　利益に資するものであります。従って当社取締役会は、この取り組みが基

　本方針に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものでない

　と考えます。
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　　上記③の取り組みは、大規模買付行為が行われた場合に、当社の企業価

　値・株主共同の利益を確保・向上させる最善の方策の選択を当社株主の皆

　様にご判断いただくために、必要な情報や時間を確保したり、当社取締役

　会が大規模買付者と交渉を行い、また、株主の皆様が当社取締役会による

　代替案の提示を受ける機会を確保するためのものであります。また、大規

　模買付行為に対する対抗措置は、予め定められた合理的な客観的要件に該

　当した場合にのみ発動されるよう設計されており、さらに対抗措置の発動

　にあたっては、社外有識者等により構成された独立委員会の勧告を最大限

　尊重するものとされていることなど、当社取締役会の恣意的な判断を排除

　し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保を図る目的に沿った本対応方

　針の運用が行われる枠組が確保されております。これらのことから当社取

　締役会は、この取り組みが基本方針に沿うものであり、当社役員の地位の

　維持を目的とするものではないと考えます。

(注)　本事業報告中の百万円単位の金額および千株単位の株式数は、それぞれ単位未満の端数

を切り捨てて表示しております。

－ (15) －

会社の体制および方針



連 結 貸 借 対 照 表

（平成27年３月31日現在）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
百万円 百万円

(資　産　の　部) ( 48,126) (負　債　の　部)

流 動 負 債

支払手形及び買掛金

短 期 借 入 金

１年内返済長期借入金

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

長 期 未 払 金

環 境 対 策 引 当 金

退職給付に係る負債

(純 資 産 の 部)

株  主  資  本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

その他有価証券評価差額金

為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累計額

少 数 株 主 持 分

( 15,012)

8,580

3,531

773

689

906

351

2,328

6,432

2,170

1,244

27

134

2,855

( 33,113)

28,047

9,855

6,766

12,864

△1,440

4,879

4,653

302

△76

187

流 動 資 産 27,197

現 金 及 び 預 金 7,413

受取手形及び売掛金 10,684

商 品 及 び 製 品 5,262

仕 掛 品 543

原材料及び貯蔵品 2,612

繰 延 税 金 資 産 247

そ の 他 434

貸 倒 引 当 金 △0

固 定 資 産 20,928

有 形 固 定 資 産 10,697

建 物 及 び 構 築 物 3,713

機械装置及び運搬具 3,645

土 地 1,291

建 設 仮 勘 定 1,694

そ の 他 352

無 形 固 定 資 産 68

投資その他の資産 10,162

投 資 有 価 証 券 9,379

長 期 前 払 費 用 368

繰 延 税 金 資 産 85

そ の 他 352

貸 倒 引 当 金 △23

資 産 合 計 48,126 負 債 純 資 産 合 計 48,126
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

百万円

売 上 高 37,120

売 上 原 価 28,396

売 上 総 利 益 8,723

販売費及び一般管理費 4,919

営 業 利 益 3,804

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 140

そ の 他 79 222

営 業 外 費 用

支 払 利 息 57

そ の 他 48 106

経 常 利 益 3,920

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 27 27

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 84

出 資 金 評 価 損 25 109

税金等調整前当期純利益 3,838

法人税、住民税及び事業税 1,280

法 人 税 等 調 整 額 63

少数株主損益調整前当期純利益 2,494

少 数 株 主 利 益 34

当 期 純 利 益 2,460
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

株　　　主　　　資　　　本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 9,855 6,766 11,162 △542 27,243

会計方針の変更による累積的影響額 △262 △262

会計方針の変更を反映した当期首残高 9,855 6,766 10,900 △542 26,981

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △496 △496

当 期 純 利 益 2,460 2,460

自 己 株 式 の 取 得 △898 △898

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,964 △898 1,065

当 期 末 残 高 9,855 6,766 12,864 △1,440 28,047

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包
括利益累計
額 合 計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 2,797 64 △115 2,746 141 30,131

会計方針の変更による累積的影響額 △262

会計方針の変更を反映した当期首残高 2,797 64 △115 2,746 141 29,868

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △496

当 期 純 利 益 2,460

自 己 株 式 の 取 得 △898

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

1,856 237 38 2,132 46 2,179

連結会計年度中の変動額合計 1,856 237 38 2,132 46 3,245

当 期 末 残 高 4,653 302 △76 4,879 187 33,113

(注)　連結貸借対照表、連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書の記載金額は、百万

円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1.　連結の範囲に関する事項
　  子会社は、全て連結しております。

  連結子会社の数　　６社
  連結子会社の名称　テイカ倉庫株式会社

　テイカ商事株式会社
　ティーエフティー株式会社
　テイカＭ＆Ｍ株式会社
　TAYCA(Thailand)Co.,Ltd.
　TAYCA(VIETNAM)CO.,LTD.

2.　持分法の適用に関する事項
　関連会社に該当する会社はありません。
　なお、PTN CHEMICALS Co.,Ltd.については、議決権の20％を所有しておりますが、財務
及び営業又は事業の方針の決定に対して、実質的に重要な影響を与えることができません。

3.　連結子会社の事業年度に関する事項
　連結子会社６社の決算日は、12月31日であります。
　連結計算書類を作成するに当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との
間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4.　会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法

②　たな卸資産
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。
　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、
定額法によっております。
　なお、在外連結子会社は、定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に
基づく定額法によっております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上する方法によっております。

②　賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上してお
ります。

③　環境対策引当金
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処分に関する支出に備えるため、今後発生する処
分費用の見込額を計上しています。

(4) 重要なヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
　金利スワップについては、特例処理の要件を満たすため、特例処理によっており、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たすため、振当処理によっております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ、通貨スワップ
ヘッジ対象：借入金の支払金利、借入金

・ヘッジ方針
　金利変動及び為替変動によるリスクを回避する目的で行っております。

・ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たし、通貨スワップは振当処理の要件を満たす
ため、有効性の評価を省略しております。

(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①　退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度より費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその
他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

②　消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　5.　会計方針の変更に関する注記
（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退
職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退
職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて
当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付
見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率
の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に
近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごと
の金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取
扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法
の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
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　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が407百万円増加し、利益剰余
金が262百万円減少しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金
等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1.　有形固定資産の減価償却累計額 54,172百万円

2.　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

投資有価証券 1,659百万円

建物 2,416　〃

構築物 513　〃

機械装置 2,729　〃

土地 490　〃

　計 7,809百万円

担保に係る債務

１年内返済長期借入金 536百万円

長期借入金 2,013　〃

　計 2,550百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
末株式数(株)

普通株式 51,428,828 － － 51,428,828

2.　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 297 6.0 平成26年３月31日 平成26年６月30日

平成26年11月７日
取締役会

普通株式 198 4.0 平成26年９月30日 平成26年12月８日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

平成27年６月26日開催予定の第149回定時株主総会において、次の議案を付議いたしま

す。

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 190 4.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日
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（金融商品に関する注記）

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金の運用については短期的な預金等に限定しております。また、資

金の調達は銀行等金融機関からの借入により行っております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売業務管理規則及び信用供与管理細

則に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上

場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。この

うち一部は、支払金利の変動リスクを回避するために金利スワップを、為替の変動リスク

を回避するために通貨スワップを利用しております。

　この他に、通常の営業過程における輸出入取引の為替相場の変動によるリスクを軽減す

るため為替予約を行っております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

　平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　　価
（百万円）

差　　額
（百万円）

(1) 現金及び預金 7,413 7,413 －

(2) 受取手形及び売掛金 10,684 10,684 －

(3) 投資有価証券

その他有価証券 9,117 9,117 －

(4) 支払手形及び買掛金 (3,531) (3,531) －

(5) 短期借入金 (773) (773) －

(6) 長期借入金 (2,859) (2,836) (22)

(7) デリバティブ取引 (0) (0) －

　負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

(注)1.　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(6) 長期借入金

　長期借入金（期限前特約権の行使による期限前解約特約付借入金を含む）の時

価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理の対象とされているものに

ついては、当該金利スワップ及び通貨スワップと一体として処理された元利金の

合計額を、同様の新規借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で

割り引いて算定する方法によっております。（下記(7)を参照）
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(7) デリバティブ取引

　金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対

象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該

長期借入金の時価に含めて記載しております。（上記(6)を参照）

　為替予約については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定し

ております。

2.　非上場株式（連結貸借対照表計上額261百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

1.　１株当たり純資産額 691円58銭

2.　１株当たり当期純利益 50円26銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

－ (23) －

連結注記表



貸　借　対　照　表

（平成27年３月31日現在）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
百万円 百万円

(資　産　の　部) ( 43,856) (負　債　の　部)

流 動 負 債

支 払 手 形

買 掛 金

１年内返済長期借入金

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

設備関係支払手形

設 備 関 係 未 払 金

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

繰 延 税 金 負 債

長 期 未 払 金

退 職 給 付 引 当 金

環 境 対 策 引 当 金

(純 資 産 の 部)

株  主  資  本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

その他資本剰余金

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

( 12,850)

6,662

269

2,415

551

1,029

49

808

341

29

812

355

6,187

2,101

1,243

27

2,686

128

( 31,006)

26,355

9,855

6,766

2,467

4,299

11,172

11,172

9,000

2,172

△1,440

4,651

4,651

流 動 資 産 23,563
現 金 及 び 預 金 5,826
受 取 手 形 238
売 掛 金 9,105
商 品 及 び 製 品 5,119
仕 掛 品 542
原材料及び貯蔵品 2,425
前 払 費 用 32
繰 延 税 金 資 産 235
未 収 入 金 24
そ の 他 14

固 定 資 産 20,293
有 形 固 定 資 産 8,156
建 物 2,602
構 築 物 540
機 械 及 び 装 置 2,856
車 両 運 搬 具 12
工具、器具及び備品 318
土 地 892
建 設 仮 勘 定 934
無 形 固 定 資 産 31
ソ フ ト ウ ェ ア 27
施 設 利 用 権 4
投資その他の資産 12,104
投 資 有 価 証 券 9,351
関 係 会 社 株 式 561
出 資 金 114
関 係 会 社 出 資 金 836
長 期 貸 付 金 19
関係会社長期貸付金 721
長 期 前 払 費 用 214
差 入 保 証 金 155
そ の 他 152

貸 倒 引 当 金 △23

資 産 合 計 43,856 負 債 純 資 産 合 計 43,856
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損　益　計　算　書

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

百万円

売 上 高 29,648

売 上 原 価 21,927

売 上 総 利 益 7,720

販売費及び一般管理費 4,511

営 業 利 益 3,208

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 288

そ の 他 99 390

営 業 外 費 用

支 払 利 息 30

そ の 他 66 97

経 常 利 益 3,502

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 27 27

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 85

出 資 金 評 価 損 25 110

税引前当期純利益 3,419

法人税、住民税及び事業税 1,139

法 人 税 等 調 整 額 67

当 期 純 利 益 2,212
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株主資本等変動計算書

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

株　　主　　資　　本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 9,855 2,467 4,299 7,800 1,919

会計方針の変更による累積的影響額 △262

会計方針の変更を反映した当期首残高 9,855 2,467 4,299 7,800 1,657

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △496

当 期 純 利 益 2,212

別 途 積 立 金 の 積 立 1,200 △1,200

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － 1,200 515

当 期 末 残 高 9,855 2,467 4,299 9,000 2,172

株　主　資　本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

百万円 百万円 百万円 百万円

当 期 首 残 高 △542 25,799 2,795 28,595

会計方針の変更による累積的影響額 △262 △262

会計方針の変更を反映した当期首残高 △542 25,537 2,795 28,333

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △496 △496

当 期 純 利 益 2,212 2,212

別 途 積 立 金 の 積 立 － －

自 己 株 式 の 取 得 △898 △898 △898

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

1,855 1,855

事業年度中の変動額合計 △898 817 1,855 2,673

当 期 末 残 高 △1,440 26,355 4,651 31,006

(注)　貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書の記載金額は、百万円未満を切り

捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.　資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

①　子会社株式
移動平均法による原価法

②　その他有価証券
時価のあるもの

事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定）

2.　固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

　定率法によっております。
　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、
定額法によっております。

(2) 無形固定資産
　定額法によっております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法によっております。

3.　引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上す
る方法によっております。

(2) 賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しており
ます。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費
用処理しております。

(4) 環境対策引当金
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処分に関する支出に備えるため、今後発生する処分
費用の見込額を計上しています。

4.　ヘッジ会計の方法
・ヘッジ会計の方法
　金利スワップについては、特例処理の要件を満たすため、特例処理によっております。
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・ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段：金利スワップ
ヘッジ対象：借入金の支払金利・ヘッジ方針

　金利変動によるリスクを回避する目的で行っております。
・ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップは特例処理の要件を満たすため、有効性の評価を省略しております。

5.　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

6.　会計方針の変更に関する注記
（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退
職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第25号　平成27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退
職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて
当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込
額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決
定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似
した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金
額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取
扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変
更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
　この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が407百万円増加し、利益剰余金が262
百万円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益に与える影響は軽微であります。

（貸借対照表に関する注記）
1.　有形固定資産の減価償却累計額 51,216百万円
2.　担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
投資有価証券 1,659百万円
建物 2,185　〃
構築物 513　〃
機械及び装置 2,729　〃
土地 392　〃
　計 7,481百万円

担保に係る債務
１年内返済長期借入金 526百万円
長期借入金 2,008　〃
　計 2,535百万円

3.　保証債務
　下記の会社の金融機関の借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

TAYCA(Thailand)Co.,Ltd. 127百万円

4.　関係会社に対する短期金銭債権 1,020百万円
関係会社に対する短期金銭債務 473　〃
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（損益計算書に関する注記）
  関係会社との取引高

売上高 3,816百万円
仕入高 2,077　〃
販売費及び一般管理費 239　〃
営業取引以外の取引高 241　〃

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　　自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当事業年度
期首株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 1,803,682 2,014,899 － 3,818,581

(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得
2,000,000株及び単元未満株式の買取り14,899株による増加であります。

（税効果会計に関する注記）

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　繰延税金資産

　　関係会社株式評価損 144百万円

　　賞与引当金 112　〃

　　退職給付引当金 868　〃

　　その他 305　〃

　　繰延税金資産小計 1,431百万円

　　評価性引当額 △277　〃

　　繰延税金資産合計 1,154百万円

　　繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金 △2,162百万円

　　繰延税金負債合計 △2,162百万円

　　繰延税金資産の純額 △1,007百万円

　　　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。

　　流動資産－繰延税金資産 235百万円

　　固定負債－繰延税金負債 △1,243　〃

2.　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

法人税法等の改正に伴い、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引

下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率を変更しております。

この税率変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額は111百万円、繰延税金負債の

金額は226百万円、それぞれ減少し、法人税等調整額は111百万円増加しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

1.　子会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有・被所
有割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科　目
期末残高
(百万円)

子会社

テ イ カ 倉 庫 ㈱
所有
直接100％

当社製品等
の輸送保管

保管発送費の支払 199 未払金 24

不動産の賃
貸

不動産賃貸料の受取 26 未収入金 2

テ イ カ 商 事 ㈱
所有
直接100％

当社製品等
の販売

化学工業薬品の販売 2,690 売掛金 832

原材料の購
入

原材料の購入 1,385 買掛金 233

ティーエフティー㈱
所有
直接100％

当社製品の
販売

エレクトロ・セラミッ
クス製品の販売

1,126 売掛金 179

テ イ カ M & M ㈱
所有
間接100％

当社工場設
備の工事

工場設備の工事 693
未払金
設備関係
未払金

18

158

当社製品保
管業務等委
託

業務委託料等の支払 289 未払金 26

TAYCA(Thailand)
Co.,Ltd.

所有
直接 86％

製品の購入 界面活性剤の購入 144 買掛金 9

債務保証
債務保証 127 　－ －

保証料の受入 0 　－ －

TAYCA(VIETNAM)
CO.,LTD.

所有
直接100％

資金の貸付 資金の貸付 721
関係会社
長期貸付金

721

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.　取引条件については、一般的取引条件と同様に決定しております。

2.　不動産の賃貸については、近隣の取引実勢や償却費等の経費相当額を勘案して賃貸
料を決定しております。

3.　資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
4.　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。
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2.　役員及び個人主要株主等

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有・被所
有割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科　目
期末残高
(百万円)

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

山 田 産 業 ㈱
被所有
直接6.21％

当社製品の
販売

石膏の販売等 248 売掛金 93

産廃物処理
の代理店業
務

産廃物処理費用の支
払

107 未払金 3

原材料の購
入

原材料の購入 17 買掛金 6

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.　取引条件については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っておりま

す。
2.　山田産業㈱は、当社役員山田裕幸氏及びその近親者が議決権の過半数を保有してお

ります。
3.　取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。

（１株当たり情報に関する注記）

1.　１株当たり純資産額 651円26銭

2.　１株当たり当期純利益 45円19銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月18日

テイカ株式会社
取締役会　御中

恒栄監査法人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 白 江 伸 宏 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大　石　麻瑳央 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 工　藤　隆　則 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、テイカ株式会社の平成26年４月１日か
ら平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実
施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な
虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含ま
れる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、テイカ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月３１日までの第１４９期
事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、連結計算書類について、取締役及び使用人等から報告
を受け、必要に応じて説明を求めるほか、必要に応じて子会社に対し事業の
報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則
第１３１条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成１７年
１０月２８日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いた
しました。

2.　監査の結果
　会計監査人　恒栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成27年５月22日
テイカ株式会社　監査役会

常勤監査役(社外監査役) 飯 沼 文 博 
常勤監査役 平 岡 延 元 
社外監査役 山 田 裕 幸 
社外監査役 山 本 浩 二 

－ (33) －

連結計算書類に係る監査役会の監査報告書謄本



会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
平成27年５月18日

テイカ株式会社
取締役会　御中

恒栄監査法人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 白 江 伸 宏 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 大　石　麻瑳央 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 工　藤　隆　則 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、テイカ株式会社の平成26年４月
１日から平成27年３月31日までの第149期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上

－ (34) －
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監査役会の監査報告書謄本

監　 査　 報　 告　 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月３１日までの第１４９期
事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基
づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事
業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた
しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び恒栄監
査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。事業報告に記載されている会社法施行規則第
１１８条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会そ
の他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施して
いるかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則
第１３１条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成１７年
１０月２８日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書について検討いたしました。

－ (35) －

監査役会の監査報告書謄本



2.　監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め指摘すべき
事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められま
せん。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号ロの
各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益
を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とす
るものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　恒栄監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

平成27年５月22日
テイカ株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 飯 沼 文 博 
常勤監査役 平 岡 延 元 
社外監査役 山 田 裕 幸 
社外監査役 山 本 浩 二 

以　上

－ (36) －
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、基本的に株主の皆様に対する安定配当の維持を重要事

項と考えております。一方、将来の事業展開を見越した内部留保

についても企業にとり重要なことと認識しており、業績に照らし

これらを総合的に判断して配当を実施することを基本方針とし

ております。

　このような方針のもと、当期の剰余金の処分につきましては、

当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下

のとおりといたしたいと存じます。

1.　期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総

額

当社普通株式１株につき金 ４円　 総額190,440,988円

なお、中間配当金として１株につき金４円をお支払いし

ておりますので、当期の年間配当金は１株当たり８円と

なります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年６月29日

2.　その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,300,000,000円

－ (37) －
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第２号議案　取締役２名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役吉岡　亨、村上雅彦、秋川正博

の３氏は辞任されますので、その補欠として取締役２名の選任を

お願いいたしたいと存じます。

　その候補者は次のとおりであります。

　取締役候補者
候補者

番　号

氏　　　　名

(生 年 月 日)

略歴、地位、担当および

重要な兼職の状況

所有する当

社株式の数

１

と

戸
 

　
ざわ

澤
 

　
まさ

正
 

　
あき

明

（昭和34年２月２日生）

昭和57年４月　当社入社

平成18年６月　当社大阪研究所長

同　20年11月　当社岡山研究所長

同　23年６月　当社大阪研究所長

同　25年７月　当社経営企画部長、現在に至る

2,000株

２

にし

西
 

　
の

野
 

　
まさ

雅
 

　
ひこ

彦

（昭和34年10月９日生）

昭和59年４月　日商岩井㈱入社

平成15年９月　㈱サンクロレラ入社

同　22年８月　当社入社

同　23年10月　当社営業部長

同　27年４月　当社東京支店長、現在に至る

2,000株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．取締役候補者とした理由

　　　 (１)戸澤正明氏は、当社入社後、工場部門、研究部門および管理部門において豊富な業

　　　　　 務経験と実績を有しておられ、これらの経験や知見を当社経営に活かしていただく

　　　　　 ため、取締役として選任をお願いするものであります。

　　　 (２)西野雅彦氏は、長年の商社等の勤務において豊富な営業経験と海外勤務の実績を、

　　　　　 また当社入社後は営業部門において十分な実績を有しておられ、これらの経験や知

　　　　　 見を当社経営に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであり

　　　　　 ます。

－ (38) －

取締役選任議案



第３号議案　監査役４名選任の件

　本総会終結の時をもって監査役全員（４名）は任期満了となり

ますので、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同

意を得ております。

　その候補者は次のとおりであります。

監査役候補者
候補者

番　号

氏　　　　名

(生 年 月 日)

略歴、地位および

重要な兼職の状況

所有する当

社株式の数

１

おか

岡　
だ

田　
のり

功　
かつ

勝

（昭和28年７月７日生）

昭和51年４月　㈱第一勧業銀行入行

平成９年１月　同行西新井支店支店長

同　12年６月　同行西陣支店支店長

同　14年４月　㈱みずほ銀行西陣支店支店長

同　18年３月　日本土地建物㈱執行役員

同　21年11月　同社常務執行役員

同　26年８月　㈱ケントク監査役、現在に至る

同　26年11月　日土地ビルサービス㈱監査役、

現在に至る

(重要な兼職の状況)

日土地ビルサービス㈱監査役

0株

２
    

みや

宮　
ざき

崎　　　
あきら

晃

（昭和33年１月３日生）

昭和55年４月　当社入社

平成18年12月　テイカ商事㈱部長

同　20年４月　当社資材部長

同　25年７月　当社営業部専任部長、現在に至

る

同　25年７月　テイカ商事㈱部長

同　26年６月　同社取締役部長、現在に至る

5,000株

３

やま

山　
だ

田　
ひろ

裕　
ゆき

幸

（昭和24年５月14日生）

昭和47年４月　山田産業㈱入社

平成４年６月　同社代表取締役社長、現在に至

る

同　９年６月　当社監査役、現在に至る

(重要な兼職の状況)

山田産業㈱代表取締役社長

0株

－ (39) －

監査役選任議案



候補者

番　号

氏　　　　名

(生 年 月 日)

略歴、地位および

重要な兼職の状況

所有する当

社株式の数

４

やま

山
 

　
もと

本
 

　
こう

浩
 

　
じ

二

（昭和29年12月28日生）

昭和58年４月　香川大学商業短期大学部講師

同　59年４月　同大学商業短期大学部助教授

同　63年10月　大阪府立大学経済学部助教授

平成８年１月　同大学経済学部（経済学研究

科）教授、現在に至る

同　22年４月　同大学経済学部長

同　24年４月　同大学現代システム科学域副学

域長・マネジメント学類長（大

学院経済学研究科教授）、現在

に至る

同　24年６月　同大学特命副学長

同　24年11月　大阪府指定出資法人評価等審議

会会長、現在に至る

同　25年11月　大阪府入札監視等委員会委員

長、現在に至る

同　26年６月　当社監査役、現在に至る

(重要な兼職の状況)

大阪府立大学大学院経済学研究科教授、大阪府

指定出資法人評価等審議会会長、大阪府入札監

視等委員会委員長

0株

（注）１．候補者山田裕幸氏は、山田産業株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間

　　　　　に石膏の販売等の取引関係があります。なお、その他の各候補者と当社との間には特

　　　　　別の利害関係はありません。

２．候補者のうち、岡田功勝、山田裕幸、山本浩二の３氏は、社外監査役の候補者であり

　　ます。また、当社は株式会社東京証券取引所に対して山田裕幸、山本浩二の両氏を独

　　立役員とする届出書を提出しております。

３．監査役候補者とした理由

（１）岡田功勝氏は、これまでに培ってこられた経営経験および金融機関における長年の

　　　経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任を

　　　お願いするものであります。

（２）宮崎晃氏は、当社入社後、研究部門、営業部門および資材部門において豊富な業務

　　　経験と実績を有しておられ、これまでに培ってこられた経験と幅広い見識を当社の

　　　監査に反映していただくため、監査役として選任をお願いするものであります。

（３）山田裕幸氏は、これまでに培ってこられた経営者としての豊富な経験と幅広い見識

　　　を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするもので

　　　あります。なお、当社監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって18年でありま

　　　す。

（４）山本浩二氏は、長年にわたる大学教授としての会計学等の専門的な知識、豊富な経

　　　験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするもの

－ (40) －

監査役選任議案



　　　であります。なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役として以外の方法で

　　　会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として

　　　その職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、当社監査役

　　　の在任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。

（５）当社は、山田裕幸、山本浩二の両氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任につ

　　　いて、両氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条

　　　第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。両氏の

　　　再任が承認された場合、当社は両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定で

　　　あります。

（６）当社は、岡田功勝氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第１項

　　　の賠償責任について、同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき

　　　は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する

　　　予定であります。

以上

－ (41) －
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〔株主総会会場ご案内図〕
会　場　　大 阪 市 中 央 区 城 見 ２ 丁 目 １ 番 61 号

ツイン21・MIDタワー20階 ８会議室
・JR大阪環状線「京橋駅」西口より徒歩５分
・JR大阪環状線「大阪城公園駅」より徒歩７分
・地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」④番出口より徒歩１分
・京阪「京橋駅」片町口より徒歩５分
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(注)　ツイン21には、MIDタワーとOBPパナソニックタワーがありますので、お間違えない
ようご注意願います。

本印刷物は、ＦＳＣ認証紙と植物油
インキを使用しています。

地図


